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⑦貯蓄について 

１ 積立年金保険 

  [担当]互助会福利係 

 

概要 

積立年金保険とは 退職後のゆとりある生活のために、在職中に積立を行い、退職後に年金として受け取るもので、公的

年金を補完する制度です。 

自由型と税控除型の二種類があります。 

保険料 
 
【  月 払  】 １口～ 99口 （1口 1,000円） 

【 ボーナス払 】 １口～ 100口 （1口 10,000円） 

【退職時一時払】 10口～ 2,000口 （1口 10,000円） 
 

募集時期 毎年10月頃 

新規加入及び加入口数 

の変更 

年1回の募集時のみ受付けを行い、毎年2月1日付けで取扱います。 

自由型と税控除型の 

概要 

 

区分 自由型 税控除型 

加入資格 加入日(2月1日)に、保険満了日

(退職日)までの予定加入期間が 2

年以上ある職員 

 加入日(2月1日)に、保険満了日

(退職日)までの予定加入期間が 10

年以上ある職員 

保険料の所得控除 一般生命保険料控除の対象です。 個人年金保険料控除の対象です。 

脱退 随時できます。 随時できます。 

積立金の払出 随時できます。 できません。 

育児休業中の取扱 保険料の積立を、最長3年間中断

し、積立金を据え置くことができま

す。 

積立再開を希望される場合は、年

1 回の募集時期(10 月頃)に新たに

申込んでください。 

中断期間が 3 年以上になると脱

退扱いとなります。 

 積立を中断することはできませ

んが、互助会指定の納付書で保険料

を納付することにより、継続するこ

とができます。 

退職時の受取方法 ・年金コース 

・一時金コース 

・終身保険コース 

（R2,1,1より販売停止中） 

・医療保険コース 

 ・年金コース 

 ・一時金コース 

   
 

払出・脱退に伴う脱退 

一時金に対する課税 

払出・脱退一時金は一時所得となりますが、受取額と払込保険料の差額のうち 50 万円までは課税さ

れません。 

保険料の給与控除 2月の給与から控除します。 

 
 
 
 
 



⑦貯蓄について 

- 22 - 

２ 個人型確定拠出年金（iDeCo） 

  [担当]福利課厚生係 

 

概要 

個人型確定拠出年金 

（iDeCo）とは 

公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつで、国民年金基金連合会が実施しています。 

加入者が掛金を定めて拠出し、加入者の判断で運用商品を選択し、掛金とその運用益との合計額をも

とに給付額が決定されるものです。 

運用リスクは加入者本人が負うこととなりますので、運用結果は自己責任です。 

掛金の拠出限度額等 （公務員(共済組合員)の場合） 

月額12,000円。5,000円以上から、1,000円単位で設定可能です。 

別途、加入時の手数料や口座管理手数料がかかります（管理運営機関により異なります。）。 

税制 掛金は、小規模共済等掛金控除として全額所得控除されます。 

また、運用益も非課税となり、受取時にも控除が適用されます。 

払出 原則60歳まで引き出すことはできません。 
また、加入時の年齢によって受給開始時期が異なります。 

解約 途中での解約はできません。 

募集時期 随時募集しています。iDeCoを取扱う管理運営機関へ直接申し込んでください。 

加入までの流れ （例）広島市職員共済組合員が、福利課厚生係で証明手続きを受けて加入申込を行う場合 

①運営管理機関・運用商品の選択  【加入者 ⇔ 管理運営機関】 
②加入申出書・事業主証明書の入手 【管理運営機関 ⇒ 加入者】 
③事業主の証明          【加入者 ⇔ 福利課厚生係】 
④加入申込            【加入者 ⇒ 管理運営機関】 

事業主の証明に必要 
な書類 

事業主の証明に必要な書類については、証明手続きの担当部署にお問い合わせください。 

 

（例）福利課厚生係が、広島市職員共済組合員の証明手続きを行う場合は、次の書類が必要です。 

・「第２号加入者に係る事業主の証明書（共済組合員用）」 
・「基礎年金番号等の提供に関する同意書（広島市職員共済組合提出用）」 
・「基礎年金番号等の取得及び利用の取扱いに関する同意書（広島市提出用）」 
・「基礎年金番号のわかるもの（ねんきん定期便、給付算定基礎額残高通知書など）の写し」 

 

加入を希望する場合、まずは、iDeCoを取扱う管理運営機関（金融機関）をご自身で選択してください。 

なお、個人型確定拠出年金（iDeCo）への加入申込に際し必要となる「事業主の証明」は、加入されている年金制度により証明 

手続きを行う部署が異なります。 

 
１ 広島市職員共済組合員(※)については、福利課厚生係で証明手続きを行います。 

        （※地方独立行政法人広島市立病院機構採用の共済組合員については、機構本部経営管理課で証明手続きを行います。） 

      ２ 教育委員会所属の公立学校共済組合員(※)については、①総務課又は②教育給与課で証明手続きを行います。 

（※①高等学校・幼稚園・中等教育学校(後期) ②小学校・中学校・中等教育学校(前期)・特別支援学校）） 

３ 協会けんぽ加入者については、各任命権者(※)で証明手続きを行います。 

（※任命権者が教育委員会の場合は、２と同様の取扱いとなります。） 

 

 

（参考）事業主証明事務の担当部署フロー図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・福利課保健係(市役所)

・消防局　　　・水道局

・議会事務局　・教育委員会

・選挙管理委員会

・人事委員会　・監査事務局

・農業委員会
労働組合で証明

病院機構本部事務局で証明

福利課厚生係で証明

　Ｃ　組合専従

ＢＡ Ｃ
Ａ Ｂ

　Ｃ　公立学校共済組合員

　Ｂ　協会けんぽ加入者

＜登録事業所＞

各任命権者が証明各登録事業所で証明

　Ａ　広島市採用職員

　Ｂ　その他の採用職員
教育委員会事務局で証明

　Ａ　広島市共済組合員

Ａ Ｂ Ｃ
　Ａ　広島市採用職員

　Ｂ　病院機構採用職員
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３ 財産形成貯蓄 

  [担当]福利課厚生係 

 

概要 

財産形成貯蓄とは 勤労者財産形成促進法に基づき、事業主が勤労者の財産形成を支援する趣旨の貯蓄です。 

勤労者は事業主を通して申込をし、毎月の給与と、6月・12月の賞与（任意）からの控除に

より積立をします。 

財形貯蓄については、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄・一般財形貯蓄を実施しています。 

財形住宅貯蓄とは 自己の名義かつ居住用の住宅を取得等（要件内の増改築を含む）する、資金づくりのための

貯蓄です。 

住宅取得等の費用に充てることを条件とし、元利合計550万円（財形年金併用の場合は合わ

せて）まで、利子非課税の優遇措置が付与されます。 

（払出の際に、住宅取得等の証明となる書類が必要です。） 

契約上の積立期間は5年以上ですが、住宅取得等のためであれば、5年以内に払い出すこと

も可能です。  

財形年金貯蓄とは 5年以上積立を行い、その残高を60歳以降の日から5年以上20年以内の期間で年金形式で

定期的に受け取る貯蓄です。 

年金として受け取ることを条件とし、元利合計550万円（財形住宅併用の場合は合わせて）

まで、利子非課税の優遇措置が、退職後も年金受取り終了時点まで継続されます。 

一般財形貯蓄とは 使途目的を問わない貯蓄ですが、非課税措置がなく、利子に対して 20.315％の源泉分離課

税が課せられます。 

積立期間は、原則として3年以上ですが、積立期間が1年以上経過の場合、一部を払い出す

ことも可能です。 

新規募集及び既加入者の積立額変

更の受付期間 

毎年9月1日～9月14日 

（1日もしくは14日が休日の場合は、期間が変更となります。） 

上記期間内に、各種財形貯蓄申込書に記入の上、福利課へ提出してください。 

（用紙の配布方法等については、厚生だよりの8月1日号、9月1日号へ掲載します。） 

新規加入者の積立開始及び既加入

者の変更後積立額での積立開始 

11月の給与積立分から 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

育児休業等取得者の継続適用特例制度について 

所定の手続を行うことで、引き続き利子等に対する非課税措置を受けながら、財形非課税貯蓄を継続できます。 
詳しくは、福利課厚生係担当者にお問い合わせください。 
・ 育児休業等を取得する方が、育児休業期間中の払込を中断するためには、育児休業等の開始日までに勤務先を通じて、 
契約している金融機関に所定の申告書等を提出。 

・ 職場復帰後、最初に振込を行うべき日（毎月払込の方は、原則、職場復帰後最初の給与支払日）に払い込みが必要。 
（再開されない場合、非課税措置の適用は受けられなくなります。） 
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区分 財形住宅貯蓄 財形年金貯蓄 一般財形貯蓄 

貯蓄の目的 

自己住居用の住宅取得や、自己所有の住宅の増
改築等のための資金づくりを目的とした貯蓄。 
住宅取得等のために充てることを条件として、

積立金から生じる利子等が非課税扱いとなる。 

積立した残高を、60歳以降の日から
5年以上20年未満の期間で、年金形式
で受取ることを目的とした貯蓄。 
積立金から生じる利子等の非課税措

置が、勤労者でなくなった退職後も年
金受取終了時まで継続される。 

目的が自由で、一部
支払もできる便利な貯
蓄制度。 

対 象 者 

広島市の職員で、募集年度の10月末日現在55歳未満の方。 
（ただし、月額給与の支払日が毎月21日の者に限る。 

広島市の職員で年齢
制限なし（ただし、月
額給与の支払日が毎月
21日の者に限る） 

加 入 件 数 
3種類それぞれ1人1契約 

（3種類とも異なった金融機関への加入可） 

積 立 期 間 

原則として5年以上。 
ただし5年以内でも、自己の居住用の住宅取得

や居住宅の増改築等費用に充当するためであれ
ば払出可能。 

原則として5年以上。 原則として 3 年以
上。（積立期間が1年経
過後は、一部払出可
能。） 

積立の中断 
1回につき2年未満の積立中断が可能。 
ただし、これを超えた場合は非課税措置はなくなり、課税扱いとなる。 
（中断回数に制限はなし） 

制限なし。 

払出の要件 

非課税扱いで払出しができる要件。 
① 取得・増改築等する住宅が、自己の名義で
あること及びその住宅が居住用であること。 
（住民票の住所と一致すること。） 

② 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。 
③ 取得した住宅が中古の場合、昭和 57 年 1
月1日以降に建築されたこと。 

④ 増改築等の場合は、費用が 75 万円を超え
ていること。 

非課税扱いで払出しができる要件。 
① 積立終了日から、受取開始日ま
での期間が、5年以内であること。 

② 受取開始日が満 60 歳以降であ
ること。③受取期間が、5 年以上
20年以内であること。 
（年4回3か月毎の受取） 

使途目的は問わな
い。 
ただし、積立開始か

ら 1年以内の払出しは
不可。 

上記以外の払出し（払出要件に該当しない払出）は解約扱い、さらに解約時から過去 5
年以内に支払われた利子に対し、20.315％の源泉分離課税が遡及適用される。 

1 年未満の払出しは
解約扱い。 

払出の方法 

所定の払戻請求書に記入・押印のうえ、福利課へ提出。 
※ 払戻請求書は、必要な都度、福利課へ請求。 
【締  切  日】毎月15日（15日が休日の場合は直前の平日） 
【払戻金の振込】その月の月末（末日が休日の場合は翌営業日）に、指定の口座（払戻請求書にて指定）へ払戻金

を振り込む。 
１ 住宅取得後に払出す場合 
(1)必要書類 
①住宅の登記簿謄本の写し 
②売買契約書等の写し 
③住民票 
※ 増改築等の場合、建築確認通知書の写
し、検査済書の写し又は増改築等工事証明
書の写しが必要。 

(2)払出金額 
 住宅取得等の額以下の金額 

２ 住宅取得等前に払出す場合 
(1)必要書類 

①売買契約書の写し 
②工事請負契約書の写し又は契約締結予定
通知書  

(2)払出金額 
貯蓄金額の 90％又は住宅取得後の額のいず
れか低い額以下の金額 
※ 貯蓄金額の90％を払出した場合、住宅取
得等後に住宅取得等後に払出す方法で記載
されている契約書以外の書類を提出し、残額
を払出す。 
※ 指定した金額の払出しは不可。 

年金として受け取る場合は、積立終
了後は各取扱金融機関へ管理を委託す
るので、各取扱金融機関ごとの扱いと
なる。 
（積立終了前に金融機関より照会あ
り。） 
原則として、指定した口座へ定期的

に年金として振り込む。 

  

税 制 

元利合計550万円まで非課税。 
（財形年金併用の場合は合わせて 550 万円ま
で。） 

元利合計550万円まで非課税。 
（財形住宅併用の場合は合わせて
550万円まで。） 

※退職後も年金受取終了時まで非課
税措置の継続。 

非課税措置なし。 
（利子に対して 
20.315％の源泉分離
課税。） 

課 税 積 立 
①2年以上積立中断したとき。 
②非課税限度額（元利合計550万円まで）を超えたとき。 
①・②以降に生じる利子に対し、20.315％の源泉分離課税を適用（積立の継続は可能）。 

すべて課税扱い。 

積立金額及
び積立方法 

①毎月の給料から積立 
②毎月の給料と6月・12月の期末・勤勉手当からの積立（期末・勤勉手当のみの積立は不可） 
※積立額は1,000円の整数倍で、1回の積立額は1,000円以上100万円未満※上記以外の方法での積立は不可。 

 

 


